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令和２年度 第１２回赤磐市教育委員会定例会議事録 

 

 

 

  

１ 開会日時 令和３年３月１８日（木） 午後３時００分 

２ 閉会時間 午後３時３４分 

３ 会議場所 赤磐市立中央公民館 １階 第１会議室 

４ 出席委員 教   育   長 土井原 康 文 

 
教育長職務代理者 大 﨑 陽 二 

 
委  員 山 本 賢 昌 

 
委  員 平 松 由 香 

 
委  員 遠 藤 益 恵 

５ 説 明 者 教 育 次 長 有 馬 唯 常 

 教 育 総 務 課 長 金 島 正 樹 

 学 校 教 育 課 長 家 森 康 彰 

 
社 会 教 育 課 兼 

スポーツ振興課長 
西 﨑 雅 彦 

 中 央 公 民 館 長 杉 原  泉 

 中 央 図 書 館 長 森 本 一 也 

 
中 央 学 校 給 食 

セ ン タ ー 所 長 
矢 部  寿 

６ 書  記 
教 育 総 務 課 

主      幹 
金 谷 紀 子 



- 2 - 

議  事  

 １ 教育長等の報告 

  公 開  教育長の報告について  

  公 開  令和３年４月の教育委員会行事予定について 

     

 ２ 議案の審議 

  非公開  職員の人事について 

  非公開  赤磐市立学校評議員の委嘱について 

  非公開  赤磐市スポーツ推進委員の委嘱について 

  公 開  赤磐市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について 

  公 開  令和３年度学校給食費の決定について 

 

 

３ その他 

 公 開  次回定例会開催日について 

 

 ※非公開の議事については、議事録は公開されません。 
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○土井原教育長 失礼いたします。 

 定刻３時となりました。委員の皆さん、ご出席いただいて、定数に達しておりますの

で、会議が成立しております。よろしくお願いいたします。 

 これより令和２年度第１２回赤磐市教育委員会定例会を開会したいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 本日の回の議事録に署名する委員さんは山本委員さんでございます。 

 それから、議事録作成の職員は、教育総務課金谷主幹を指名させていただきますので、

それぞれによろしくお願いします。 

 まず、議事録の承認でございますが、前々回、令和２年１月２１日開催の第１０回の教

育委員会定例会の議事録につきましてお目通しをいただきまして、ご異議等がなければご

承認をいただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございます。 

 それでは、第１０回の教育委員会定例会の議事録につきましては、ご承認をいただいた

ということになります。そういった形で取扱いをさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 続きまして、議事に移りますが、本日の会議に付議された案件は、教育長の報告、議案

の審議、３番目、その他についてでございます。 

 次に、非公開案件の決定をさせていただきます。 

 本日の付議案件、（２）議案の審議の承認第１２号職員の人事について及び議案第２５

号の赤磐市立学校評議員の委嘱について、そして議案第２６号赤磐市スポーツ推進委員の

委嘱については、人事に関する案件でありますので、赤磐市教育委員会会議規則第４条第

１項第１号の規定によりまして非公開にしたいと思います。いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございます。 

 それでは、異議なしということで、承認第１２号及び議案第２５号、議案第２６号は非

公開とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、（１）の教育長の報告に移ります。 

 初めに、教育長の報告について報告をいたします。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページをご覧ください。 
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 前回、第１１回の協議会、定例会、２月１１日以降行いました後のご報告でございま

す。主なものを簡単に説明させていただきたいと思います。 

 ３月議会につきましては、選挙の関係で少し前倒しで３月２日に最終日を迎えておりま

した。 

 それから、人事関係の最終校長面談が、２月２４日とか２５日とかございますけれど

も、この中で、前回のご報告の中では、青少年健全育成の関係で、明るい家庭づくり作文

の健全育成大会が中止ということだったので、該当の優勝の作品、受賞した子どもたちや

学校を回りました。今回は、永瀬清子賞で、詩の作品で優秀な作品を、これが詩集なんで

すけども、市内で９名のお子さんが、これに掲載されるような優秀な作品がございまし

た。学校回りを個々に、２日間かけて回ってまいりました。 

 それから、３月３日とか４日に歴史講座ということがございますが、３月３日について

は吉井公民館の伊能忠敬さん、昔の地図を作られた方が赤磐の道を歩かれていたというこ

ともあって、それの３回目のまとめの回があったんですけれども、ちょっと出かけまし

た。それから、４日の歴史講座につきましては、前、郷土資料館にお勤めの学芸員をされ

ていた高畑富子さんの講義で、永瀬清子に関する講義でございました。 

 あと、３月５日には、赤磐署長さんが離任の挨拶に来られ、ここには記載されておりま

せんが、昨日１７日の日に次の難波署長さんが赤磐市に来られたということをご報告させ

ていただきます。 

 以上、簡単ですけども、教育長の行事報告ということで、過去１か月分の主な行事でご

ざいました。 

 何かご質問ございますか。 

○山本委員 はい。 

○土井原教育長 はい、どうぞ。 

○山本委員 ３月５日の来客というのは、どういう方が来られているのか具体的に。 

○土井原教育長 これは、ＩＰＵの先生が来られて、来年度の学校教育に関する打合せ

をさせていただきました。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○土井原教育長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしたら、次の行事予定に移りたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 



- 5 - 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 それでは、令和３年４月の教育委員会行事予定についての報告を求め

たいと思います。 

○金島課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 金島課長、お願いします。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 ４月の教育委員会行事予定について説明させていただきます。 

 資料は２ページ、３ページをお願いいたします。 

 令和３年４月の教育委員会行事予定につきまして、各所属から主なものについて報告を

申し上げます。 

 まず、教育総務課から報告させていただきます。 

 ４月１日、市職員辞令交付式、８時４５分から。教職員新任・着任式、１６時１５分か

ら、教育長の出席でございます。 

 ４月１４日、所属長会、１０時から教育長の出席でございます。 

 ４月１５日、教育委員協議会を１４時から、教育委員会定例会を１５時から、教育長、

教育委員の皆様の出席でございます。よろしくお願いいたします。 

 教育総務課からは以上です。 

○家森課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 家森課長、お願いします。 

○家森課長 学校教育課家森です。 

 では、次の学校教育課の欄をご覧ください。 

 １日の分は先ほど説明があったとおりです。 

 ７日水曜日、小学校、中学校の始業式です。また、この日に校園長会を１４時から行い

ます。 

 次の日が幼稚園の始業式。 

 ９日金曜日、小学校の入学式。 

 次の週に行って、１２日月曜日が中学校の入学式。 

 翌日１３日火曜日が幼稚園の入園式になります。 

 また、２３日金曜日、教育問題のウェブでの懇談会が、校長の懇談会が１０時から、あ

と午後から教育長の懇談会がウェブ上であります。 
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 学校教育課からは以上です。 

○西﨑課長 教育長。 

○土井原教育長 続いて、西﨑課長、お願いします。 

○西﨑課長 はい、社会教育課、スポーツ振興課西﨑です。 

 すいません、社会教育課の欄、２７日の火曜日に、外部団体でございますが赤磐文化協

会の総会、中央公民館で１０時からでございます。教育長の出席予定でございます。 

 スポーツ振興課は、大きな行事はございません。 

 以上です。 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

○杉原館長 教育長。 

○土井原教育長 はい、杉原館長、お願いします。 

○杉原館長 はい、中央公民館杉原です。 

 それでは、公民館の４月の講座について、主なものをピックアップいたします。 

 まず、１４日、吉井公民館で初めてのスマートフォン講座を開催いたします。 

 それから、１６日、山陽公民館で「筆ペンを楽しもう」を開催いたします。こちらは、

筆ペンを使って楽しく絵や文字を書く講座となります。 

 １７日、熊山公民館で熊山遺跡周辺を散策するドキドキ講座を開催いたします。 

 １８日、高月公民館でリコーダーコンサートを開催いたします。 

 ２３日、熊山公民館でわんぱくアドベンチャーを開催いたします。こちらにつきまして

は、石蓮寺で食べられる野草を採取して、天ぷらにして試食をする中で、自然の恵みと美

しい景色を楽しむ講座になります。 

 なお、２５日、西山公民館で開催予定の想いで作りアート教室について、「想いで」の

字が間違っております。田んぼに心のほうの「思い出」になります。申し訳ありませんが

訂正のほうをお願いいたします。 

 公民館については以上です。 

○森本館長 はい、教育長。 

○土井原教育長 はい、森本館長、お願いします。 

○森本館長 図書館の森本です。 

 図書館の行事です。 

 リサイクルブックフェア、９日金曜から金土日の３日間で予定、計画しております。 
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 １７日が映画会で、一応中央図書館で、題目は「ふたりの旅路」。 

 それから、２５日日曜日、こどもの読書週間おはなしかいを計画しております。 

 ２７日がブックスタート、赤ちゃん健診時の絵本配布事業を計画しております。 

 以上です。 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

○矢部所長 はい、教育長。 

○土井原教育長 矢部所長。 

○矢部所長 中央学校給食センター矢部です。 

 給食センターの行事としましては、６日火曜日に栄養士会を予定しております。 

 以上です。 

○土井原教育長 以上、それぞれ各所属からの行事予定、何かご質問等ございません

か。 

 山本委員、どうぞ。 

○山本委員 公民館のわんぱくアドベンチャーは、２４日なのか、２３日なのかが、さ

っき２３と言われたような気がしたんですけど、書いてあるのは２４日なんですけど。 

○杉原館長 すいません。 

○土井原教育長 杉原館長。 

○杉原館長 はい、すいません。わたし杉原です。 

 申し訳ありません。４月２４日土曜日になります。 

○山本委員 思い出作りアート教室というのは、２５にあるのか、２６にあるのか。こ

れ、さっき２５と言われたような気がしたけど、２６になってる。 

○杉原館長 すいません、２６です。 

○山本委員 ん。 

○杉原館長 ２６です。 

○山本委員 ２６が正しい。分かりました。 

○杉原館長 思い出づくりアート教室です。 

○土井原教育長 いいですか。 

 ほかにはございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 あとは質疑なしというふうにさせていただきたいと思います。 
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 続いて、（２）議案の審議に移ります。 

 承認第１２号及び議案第２５号、議案第２６号は非公開ですので、関係者以外の退席を

求めます。 

   〔関係者以外退席〕 

○土井原教育長 それでは、承認第１２号職員の人事について事務局から説明を求めま

す。 

○家森課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 家森課長。 

○家森課長 学校教育課家森です。 

 承認第１２号職員の人事について。 

 職員の人事について、赤磐市教育委員会の承認を求める。 

 令和３年３月１８日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 今、お配りした資料をご覧ください。 

 令和２年度末の管理職の人事について説明をさせていただきます。 

 まず、教頭の人事からです。 

 そこにありますように、まず左側の欄のほう、転退任として小学校の教頭人事について

は、転任が３名、昇任が１名、合わせて４人の異動になります。 

 中学校については、転任が２名異動になります。 

 校長人事、小学校については、退職が２名、転任が２名、合わせて４名になります。 

 中学校については異動がありません。全員留任です。 

 右側に行きまして、今度は着任のほうになります。 

 教頭人事の小学校は、転任が１名で昇任が３名。 

 中学校については、転任が１名で昇任が１名。 

 校長人事ですが、小学校は昇任が４名になってます。 

 中学校については異動はありません。 

 以上が管理職の人事になりますが、内示の段階でのこの情報です。正式な決定は、３月

２６日の山陽新聞の夕刊、もう夕刊なくなりましたので、山陽デジタル新聞、さんデジの

発表をもって正式な決定となります。 

 以上です。 

○土井原教育長 ありがとうございます。 
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 ただいまの説明でご質問とかご意見ございましたらお願いします。 

○山本委員 はい。 

○土井原教育長 山本委員。 

○山本委員 山陽新聞デジタルには出ると思うんですけど、赤磐市のホームページとか

には掲載されないですか。 

○家森課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 家森課長。 

○家森課長 赤磐市のホームページに掲載する予定は、今のところはありません。 

○土井原教育長 よろしいですか。 

○山本委員 何か新聞社にみんなに広めてもらう前に、自分とこで広めたほうがいいん

じゃないかと思ってみたりしたんですけど、別にこだわりはありませんので。 

○土井原教育長 県教委の人事ですので、基本的には。 

○山本委員 ああ、そうですか。 

○土井原教育長 はい。任命権者は県教委で。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 あと、じゃあ質疑なしというふうにさせていただきまして、これで質

疑等は終結しまして、承認第１２号を採決したいと思います。 

 本案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 本案は原案のとおり承認いたしました。ありがとうございました。 

 次に、議案第２５号赤磐市立学校評議員の委嘱について事務局から説明を求めます。 

○家森課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 家森課長。 

○家森課長 学校教育課家森です。 

 では、今、配らせていただいています赤磐市学校評議員の名簿をもって説明させていた

だきます。 

 議案第２５号赤磐市立学校評議員の委嘱について。 

 別紙の者を、赤磐市学校評議員に委嘱したいので、赤磐市教育委員会の議決を求める。 



- 10 - 

 令和３年３月１８日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 では、今お配りした赤磐市立学校評議員の一覧をご覧ください。 

 そこにありますように、小学校で６１名、そのうち１２名が新規の委嘱になります。 

 中学校で２５名、うち４名が新規になります。 

 委嘱期間については、委嘱日からこの年度の３月３１日までの任期になります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 それぞれの学校でご活躍していただいている評議員の皆さんの名簿でございます。新規

の方もそれぞれ何名かいらっしゃるようでございます。 

 何かご質問等ございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 それでは、ご質疑なしというふうに認めます。 

 質疑、討論は終結させていただきまして、議案第２５号を採決いたします。 

 本案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 本案は原案のとおり可決といたします。ありがとうございます。 

 次に、スポーツ推進委員の委嘱について事務局から説明を求めます。 

 西﨑課長、入ってもらう。 

 それでは、改めまして議案第２６号赤磐市スポーツ推進委員の委嘱について事務局から

説明を求めます。 

○西﨑課長 教育長。 

○土井原教育長 西﨑課長。 

○西﨑課長 はい、スポーツ振興課西﨑です。 

 それでは、資料の６ページをお願いいたします。 

 議案第２６号赤磐市スポーツ推進委員の委嘱について。 

 別紙の者を、赤磐市スポーツ推進委員に委嘱したいので、赤磐市教育委員会の議決を求

める。 

 令和３年３月１８日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 それでは、別紙をご覧ください。 
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 スポーツ推進委員につきましては、赤磐市スポーツ推進委員に関する規則第３条の規定

により、２０名の委員に委嘱をしているところでございます。 

 任期は２年となっており、令和３年４月１日から令和５年３月３１日まででございま

す。 

 構成メンバーにつきましては、現在と変更なく、全員の再任でございます。ご承認いた

だけますようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○土井原教育長 以上、事務局からの説明です。 

 ２０名の方、再任ということでお願いしているようでございます。 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい、山本委員。 

○山本委員 スポーツというと若い人がやるようなイメージ、年寄りもやりますけど、

この年齢構成が割と若い人からお年寄りの方まで均等にというか、バランスよく入ってる

のかなと思いましたが、単なる質問なんですけど。 

○土井原教育長 西﨑課長。 

○西﨑課長 すいません。私のほうで年齢構成までちょっと把握できておりません。 

○山本委員 今後また変わるときがあったら、そういうとこに気をつけて人選をしてい

ただければと思っただけです。 

○土井原教育長 ３０代の方もいらっしゃるしね。 

 大﨑委員。 

○大﨑教育長職務代理者 私は名前が載っとんで、どっちか言うとここしばらくほとん

ど変わってないので、大体平均年齢は毎年１歳ずつ上がっております。年齢のほうが、

今、山本委員からまばらにって言われたんですけども、若い人は平日仕事。ほいで、土日

が出れるんですけど、平日にもちょこちょこ要請があるんです。そうなるとまず若い人が

出れないというようなこともあるので、どっちか言うたら、年齢よりも、ある程度動ける

ような人を入れていただくという。 

 それから、相手をするのが、小学生以下、学校の子どもたちとか、お年寄りが多くて、

あまり青年層の若い人のばりばりした本当のことをするんじゃない、ある程度年齢がいく

のはしょうがないかなというふうには思ったんです。 

○山本委員 実情は分かりました。僕も１０年後には参加しようと思っています。 
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○大﨑教育長職務代理者 ありがとうございます。 

○土井原教育長 ほかはよろしいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 では、質疑なしとしまして、議案第２６号を採決したいと思います。 

 本案を可決することに賛成の方の挙手を求めたいと思います。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 本案は原案のとおり可決とさせていただきます。ありがとうございました。 

 退席者の再入場を求めたいと思います。いいですね、もう入ってもろうたら。 

   〔退席者再入場〕 

○土井原教育長 では、次に移りたいと思います。 

 議案第２７号赤磐市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について事務局から説明

を求めます。 

○金島課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 教育総務課金島です。 

 お手元の資料７ページをお願いいたします。 

 議案第２７号赤磐市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について。 

 赤磐市教育委員会事務局組織規則の一部を改正したいので、赤磐市教育委員会の議決を

求める。 

 令和３年３月１８日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 こちらにつきましては、先ほどの協議会において説明させていただきました文書の収

受、処理などについて、赤磐市教育委員会事務局組織規則の一部を改正するものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明でご質問とかご意見はございませんでしょうか。 

 はい、大﨑委員。 

○大﨑教育長職務代理者 すいません、教えてください。 
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 先ほど、その文書管理システムいうのは電子のあれじゃないですいうて言われたんです

けれども、この文書受発件名簿、これは分かるんですけど、この文書管理システムいうの

はどんなものを言うとられるんですか。 

○金島課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 文書管理システムというのは、今はもう実際活用をずっとしているんですけど、そうい

ったシステムが各、ここにもパソコンに入っております。そちらで文書が来たものについ

て、番号を取って受け付け、そこにこういった文書が来ましたいう件名とかを入力してい

って、一覧でこうちょっと分かっていくようになっております。発送するときにも、今度

は決裁を取って、そういった文書番号、日付とかそういったものを入力して行っていくも

のでございます。 

 以上です。 

○大﨑教育長職務代理者 そしたら、パソコンを使って、来たようなものを入れたりと

か、ほいで隣の人もどんなものが来て、どんなものが発送されたのが分かるというような

ことなんですか。 

○金島課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 はい、金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 はい。現下において、同じ課の職員においては、どういった文書が来ているとか、どう

いった文書が、発送しているものについては確認できるようになっております。 

 以上です。 

○土井原教育長 よろしいでしょうか。 

○大﨑教育長職務代理者 はい。 

○土井原教育長 ほかにはございませんか。 

○山本委員 はい。 

○土井原教育長 山本委員。 

○山本委員 この規則を改正する動機というか、あれなんですけど、だんだんと決まっ

たこととは違うことが行われて、それに合わせてということなんですけど、一応決まった

いうことで、これから外れないように頑張っていただければと思います。 
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○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 はい。こちらのほうを合わせるいうのが、一応市役所でやっているやり方もこれとほぼ

同様のものになっておりますので、合わせて、市役所とリンクして、こちらのほうもこの

ようなやり方で進めていければと思っております。 

 以上です。 

○山本委員 一応、決まったことを守っとって、ここがこう守っとったら窮屈なんで変

えましょうということで変えるのはいいんですけど、変える前から実態が変わっとって、

それに合わせて変えるというんが、やっぱりあまりよろしくないんじゃないかと思うん

で、今後は決まったことは決まったようにやっていっていただければという感想です。 

○土井原教育長 よろしいですか。 

○金島課長 はい。 

○土井原教育長 即戦力になる事務処理をまたやっていっていただきたいと思います。 

 それでは、ほかになければ質疑なしというふうにさせていただきますが、よろしいです

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 それでは、質疑、討論を終結しまして、議案第２７号を採決します。 

 本案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 本案は原案のとおり承認ということにさせていただきます。ありがとうございました。 

 次に、議案第２８号令和３年度学校給食費の決定について事務局からお願いします。 

○矢部所長 はい、教育長。 

○土井原教育長 矢部所長。 

○矢部所長 はい、中央学校給食センター矢部です。 

 説明いたします。 

 ９ページをご覧ください。 

 議案第２８号令和３年度学校給食費の決定について。 

 令和３年度学校給食費を決定したいので、赤磐市教育委員会の議決を求める。 
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 令和３年３月１８日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 こちらにつきましては、１０ページのほうもご覧ください。 

 学校給食費につきましては、学校給食共同調理場運営委員会の答申に基づき教育委員会

が決定することとされております。 

 １０ページにありますのが、運営委員会の答申であります。金額、給食費の単価につき

ましては、それぞれ表の金額となっております。 

 以上です。 

○土井原教育長 ただいま事務局より説明をいただきました。 

 中学校、小学校、幼稚園、別の１食当たりの単価も明記されております。 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 それでは、なしということにさせていただきまして、議案第２８号を

採決したいと思います。 

 本案を承認いただける方、賛成の挙手をお願いします。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 原案のとおり承認しますということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で議案の審議は終了させていただきまして、（３）その他に移ります。 

 その他の案件、事務局、委員の方からございませんでしょうか。 

○山本委員 はい。 

○土井原教育長 山本委員、どうぞ。 

○山本委員 先ほどの給食費の件なんですけれども、令和３年度の学校給食費の答申に

ついてというこれに基づいて見たんですが、決まったのは単価が、１食当たりが決まった

だけで、給食費の月額とかは参考数値なんですよね、実際のところ。これを審議してもら

って何かこう決めてしまうと、月額も決まってしまうんじゃないかみたいな、何かそうい

う誤解が生じないのかなと。 

○矢部所長 はい、教育長。 

○土井原教育長 矢部所長。 

○矢部所長 こちらの単価につきましては、月額でこうして示しておりますが、１年間
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でもって基本の月額がこちらの金額と。３月等に清算するというやり方をしております。 

○山本委員 それはそうなんですけど、なるべくこの文書がこう出てきて、これで決め

ますといって決めてしまうと、何か単価だけじゃなくて月額も決まるのかなみたいな、こ

の拘束力が、月額の部分も、参考数値として出ているだけで、決まるのは３１０円とか２

７０円とか、２６０円とか決まってるだけなのに、並べて書いてあると、単価も決まる

し、月額もこれで決まりますよみたいなというふうに誤解する人がいないかなというか。

分かってしてるわけだったらいいんですけど、これを何かこう……。 

○土井原教育長 これ、外に出ますかね。 

○矢部所長 基本的には１つの単価のみです。 

○土井原教育長 ですよね。 

○矢部所長 学校の現場で、実際に徴収する際に、これを参照していただくということ

になります。 

○山本委員 それは、よく分かりますので。ちょっと隣にこう、どう言うんですか…

…。 

○土井原教育長 要するに掛け算が成り立ってないということですよね。 

○山本委員 日にちが違うこともあるし、その２０日で割る場合もあれば２２日の場合

もある何か参考数値とか書かないと拘束力がないと、この月平均回数なんかも参考数値な

んですけど、並べて書かないほうがいいのではないかと思ってみたりしただけのことで。 

○金島課長 いいですか、教育長。 

○土井原教育長 はい、金島課長。 

○金島課長 すいません。今、山本委員の意見のほうをお伺いさせていただきました。

すいません、私のほうもちょっと認識不足でありまして、そういったことで参考数値いう

ことになりますので、その分につきましては、給食費と多分月平均回数になるのかと思う

んですけど、ちょっと削除させて修正したものを改めて資料としてさせていただければと

思うんですけど、どんなでしょうか。 

○山本委員 別に今回、次から何かもっと分かりやすいようにしようとすればいいだけ

で、別にこれはこれで、今回の分は別に修正する必要ないと思いますけど。 

○金島課長 いいですか。 

○山本委員 いいと思います。 

○金島課長 はい。 
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○有馬教育次長 教育長。 

○土井原教育長 有馬次長。 

○有馬教育次長 教育次長有馬でございます。 

 このたび、議案第２８号のほうにご決定いただく部分につきましては、先ほど山本委員

のご指摘のとおり、単価についてのご決定をいただくことになっております。 

 答申ということで、値は市立学校給食共同調理場運営委員会のほうから教育委員会のほ

うにという資料をお手元に添えたということで、このたびの議案のご決定いただく部分に

つきましては、それぞれ中学校、小学校、幼稚園、１食当たりの単価をご審議いただいた

ということで、ご理解のほうをお願いしたいと思います。 

 また、来年度以降もこうした事務処理が出てくるかと思いますけども、資料の調整等に

つきましては十分整理してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○土井原教育長 本年度につきまして、そのような形で処理させていただいて、次年度

に向けてということでございます。よろしゅうございますか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございます。 

 ほかにその他の案件ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ないようでしたら、次回の定例会の開催日について、事務局からお願

いいたします。 

○金島課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 次回定例会開催日について説明いたします。 

 次回は４月１５日木曜日午後３時からとなっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で説明を終わります。 

○土井原教育長 次回の定例会、４月１５日でございます。よろしくお願いいたしま

す。ご参集いただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして今回付議されましたすべての案件が終了となりました。 
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 これをもちまして令和２年度第１２回赤磐市教育委員会定例会を閉会とさせていただき

ます。 

 本年も大変お世話になりました。来年度も引き続きよろしくお願いいたします。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


